
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有床診療所の病床設置に関する特例について 

１ 診療所において、病床を設置または病床数等を変更しようとするときは、厚生労働省令で

定める場合を除き、都道府県知事の許可が必要とされ、併せて、基準病床数による設置の制

限を受けるようになった。 

２ ただし、医療法施行規則で定める一定の要件を満たすものとして、医療計画に記載された

場合は、病床を届出により設置することができる。 

  ※この特例により病床を設置した場合であっても、医療圏ごとの療養病床及び一般病床の

既存病床数には計上される。 

制度の概要（医療法改正に伴う平成 19年 1 月 1日以降の措置） 

 次の場合には、診療所への病床の設置について、あらかじめ都道府県知事の許可を得ること

を要せず、届出で病床を設置することができる。 

１ 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として医療計画に記載され、又は

記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。 

２ へき地に設置される診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる

診療所に一般病床を設けようとするとき。 

３ １、２のほか、小児医療、周産期医療、その他の地域において良質かつ適切な医療が提供

されるために特に必要な診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれ

る診療所に一般病床を設けようとするとき。 

病床の設置について許可を要しない場合(医療法施行規則第 1条の 14 第 7項) 

有床診療所の病床設置に関する事項について、次のとおり取り扱うこととした。 

１ 届出により病床設置ができる診療所の範囲 

   届出により一般病床が設置できる医療機関の類型は次のとおりとする。 

 (1) 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所 

 (2) へき地に設置される診療所 

 (3) その他特に必要な診療所 

２ 手続き 

     １の要件に該当し、病床の設置を希望する診療所は、届出により病床設置ができる診療

所として取り扱う旨の申出を知事あてに行う。知事は申出を受けた場合は医療審議会の意

見を聴いた上で、本計画に記載するかどうかを決定する。 

３ 本計画への記載方法 

   本計画に記載することとした診療所については、その名称及び所在地を、本計画の別表

に記載する。 

第６次長野県保健医療計画における対応 

資料３  



 

 

◆医療法 第７条第３項 

３ 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労

働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該

診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

 

◆医療法施行規則 第１条の１４第７項 

７  法第七条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 （略） 

二 （略） 

三  前二号に規定するもののほか、小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ

適切な医療が提供されるために特に必要な診療所として医療計画に記載され、又は記載さ

れることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。  

（以下略） 

 

 

◆平成 25年４月 24日医政指発 0424 第１号厚生労働省指導課長通知 

別添参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



医政指発 0424第１号 

平成２５年４月２４日 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

                    厚生労働省医政局指導課長 

                             （ 公 印 省 略 ） 

 

特定の病床等の特例の事務の取扱について 

 

 

 標記については、「医療法施行規則第３０条の３２の２第１項に規定する特

定の病床等の特例について」（平成１０年７月２４日指４３号厚生省健康政策

局指導課長通知）において、その留意事項を示したところであるが、今般、

全国知事会からの指摘等を踏まえ、特定の病床等の特例における協議の手続

きの迅速化を図るため、協議の際に確認をする項目として別紙のとおり「特

例病床算定の留意事項（補足）」を定めたので参考とされたい。 

 

 また、特定の病床等の特例の協議に当たっては、「医療計画について」（平

成２４年３月３０日医政発０３３０第２８号）において、都道府県医療審議

会の意見を聴くことになっている。また、当該通知において、国が病院を開

設し、又はその開設した病院につき病床数を増加させ、もしくは病床の種別

を変更するため、主務大臣等から協議等を受けた場合に医政局長から都道府

県知事に意見を求めるものとしている。この意見の提出に当たって、従来は

都道府県医療審議会の意見を附すことを求めてこなかったところであるが、

今後は、医療計画の達成の推進を図る観点や特定病床等の特例の協議との整

合性の観点から、必要に応じて都道府県医療審議会の意見を聴取されたい。 

 

なお、病床過剰地域において病床を設けようとする場合、「良質な医療を提

供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行

について」（平成１８年１２月２７日医政発第１２２７０１７号）にも示して

いるが、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第１条の１４第７

項第１号から第３号までに該当する、 

① 在宅医療の提供の推進のために必要な診療所、 

② へき地に設置される診療所、 

③ ①及び②に掲げる診療所のほか、小児医療、周産期医療等地域において



良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所 

の一般病床の設置については、医療計画に記載され、又は記載されることが

見込まれる場合は、都道府県知事への許可申請の代わりに届出により病床が

設置されることになる。 

そのため医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１１における都

道府県知事の勧告の対象とならないこととしており、上記特定病床等の特例

と併せて、その運用に関して遺憾なきを期されたい。 

＜照会先＞ 
医政局指導課医師確保等地域医療対策室 
課長補佐 新谷 
計画係長 但井 

  電話：03-5253-1111（内線 2557） 



診 療 所 の 概 要 
 

１ 診 療 所 の 名 称  菜の花マタニティクリニック 

２ 開 設 者 鈴木 昭久（個人開設） 

３ 所 在 地 伊那市日影３８０番１ 

４ 診 療 科 目  産婦人科 

５ 開設予定年月日  平成２７年７月１日 

６ 医療法許可（届出）病床数                                  （床） 

 療養病床 一般病床 計 

現 行 ０       ０       ０    

許可後 ０    １７    １７    

 

７ 病床設置理由 

上伊那医療圏の産科医療体制を保持するため 

 

８ 患者入院予定数（年間）                                  （人） 

入院患者数 外来患者 

療養 一般 計 精神 結核 感染症 一般 計 

 ３６０ ３６０    10,500 10,500 

 

９ 従業者の現在員及び許可後の定員                            （人） 

従業員 

医

師 

歯

科

医

師 

薬

剤

師 

看

護

師 

準

看

護

師 

助

産

師 

栄

養

士 

臨

床

検

査

技

師 

事

務

員 

そ

の

他 

計 

現

在

員 

常 勤 職 員 1   2  6 1 1 3 1 15 

非常勤職員       1   1 1 3 

合    計 1   2  7 1 1 4 2  

許可後の定員  1   2  7 1 1 4 2 18 

 

10 建物及び構造設備の概要  

（１）建物の構造概要  

①敷地面積 ２，３７９.８ ㎡ 

②建築面積 ７１４.９ ㎡ 

③建築延面積 １，３４２.３ ㎡ 



（２）構造設備の構造概要  

①主な設備（病室以外） 

施設名 階数 床面積（㎡） 主要構造 備考 

受付・事務室 １階 ３４.６４  鉄骨準耐火   

診察室① １階 ８.５１  鉄骨準耐火   

内診室① １階 ６.９３  鉄骨準耐火   

診察室② １階 １０.５５  鉄骨準耐火   

内診室② １階 １５.９４  鉄骨準耐火   

ＮＳＴ・リカバリー １階 １１.２２  鉄骨準耐火   

ラボ（検査室） １階 １２.９０  鉄骨準耐火   

超音波室 １階 ８.６４  鉄骨準耐火   

助産師指導室① １階 ９.７２  鉄骨準耐火   

助産師指導室② １階 ９.７２  鉄骨準耐火   

多目的ホール １階 ３８.５０  鉄骨準耐火   

厨房 １階 ５１.０５  鉄骨準耐火   

ラウンジ ２階 ３０.６０    

手術室 ２階 １９.００  鉄骨準耐火   

予備室（準備室） ２階 ４.４０    

授乳室 ２階 ７.３５  鉄骨準耐火   

沐浴室 ２階 ６.１６  鉄骨準耐火   

新生児室 ２階 １４.００  鉄骨準耐火   

ナースステーション ２階 １８.９７  鉄骨準耐火   



②各病室の病床数等 
    

  

病室名 階数 床面積 
患者 

定数 

隣接する

廊下の幅 

経過措置

の適用 
備考 

病室① 

２階 

１４.６４ １名 1.85 m     

病室② １４.６４ １名 1.85 m     

病室③ １２.９６ １名 2.00 m     

病室④ １２.９６ １名 2.00 m     

病室⑤ １６.０２ １名 2.30 m     

病室⑥ １３.８２ １名 2.05 m     

病室⑦ １３.８２ １名 2.05 m     

病室⑧ １３.８２ １名 2.05 m     

病室⑨ １６.６６ １名 2.20 m     

病室⑩ １４.２７ １名 2.05 m     

病室⑪ １３.１４ １名 1.85 m     

病室⑫ １３.１４ １名 1.85 m     

病室⑬ １３.１４ １名 1.85 m     

病室⑭ １３.１４ １名 1.85 m     

病室⑮ １３.５６ １名 2.05 m     

ＬＤＲ(洗面脱衣含む) １８.２８ １名 1.85 m     

Ｆ.ＬＤＲ(洗面脱衣含む) １９.２８ １名 1.85 m     

１７室１７床 ２４７.２９     

 

11 建物平面図 

別添のとおり 

以上 




